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７
月
１
日
㈮
か
ら
、

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
の
総
合
相
談
窓
口
が
始
ま
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
　
こ
ど
も
保
健
課（
☎
39
・
９
１
８
８
）、

　
　
　
　
　
　

こ
ど
も
未
来
館（
☎
21
・
５
５
２
８
）

保
健
所
こ
ど
も
保
健
課

（
中
野
町
字
中
原「
ほ
い
っ
ぷ
」内
）

と
き　

月
〜
金
曜
日（
祝
日
、
年
末
年
始

を
除
く
）午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

■
専
用
電
話
設
置

マ
マ
サ
ポ
ー
タ
ー
が
安
心
な
妊
娠
・
出
産
、

出
産
直
後
の
子
育
て
支
援
の
た
め
専
用
電

話（
☎
39
・
９
１
８
８
）相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。

■
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
の
面
接

こ
ど
も
未
来
館
こ
こ
に
こ

（
松
葉
町
三
丁
目
）

と
き　

開
館
日（
年
末
年
始
を
除
く
）午
前

10
時
30
分
〜
午
後
5
時

■
育
児
相
談
、
情
報
提
供

チ
ャ
イ
ル
ド
サ
ポ
ー
タ
ー
が
子
育
て
相
談

や
保
育
園
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
の

利
用
相
談
な
ど
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
育

ち
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
な
ど
と
協
力
し
て
安
心
な
子
育
て

を
応
援
し
ま
す
。

■
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
の
面
接

　
「
初
め
て
の
妊
娠
・
出
産
で
心
配
」「
子
育
て
っ
て
迷
う

こ
と
ば
か
り
…
」
な
ど
の
悩
み
を
解
決
す
る
た
め
、
７

月
１
日
㈮
か
ら
、
総
合
相
談
窓
口
を
保
健
所
・
保
健
セ

ン
タ
ー
内
と
、
こ
ど
も
未
来
館
内
に
設
置
し
ま
す
。
妊

娠
か
ら
出
産
、
育
児
ま
で
の
切
れ
目
の
な
い
体
制
に
よ

り
、
み
な
さ
ん
の
子
育
て
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

7月1日㈮から母子健康手帳の交付時間・場所が下表のとおり変更になります。

なお、こども保健課、こども未来館では、母子健康手帳交付時から、ママの心と体の健康支援や情報提供

などを行い、子育てのスタートをサポートします。

母子健康手帳の交付については、こども保健課へご相談ください。

■母子健康手帳の交付時間・場所

保健所こども保健課 こども未来館

母子健康手帳交付
月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時（木曜日のみ
午後7時まで）

毎週金曜日（年末年始を除く）
午前10時30分～午後5時（正午～午
後1時を除く）

イヤイヤが多くなって、どう
したらいいかわからない。

おっぱいは足りているのかな？
どこに相談したらいいかな。

出産後の生活のイメージ
がわかないなあ…。

上の子が焼きもち
をやいたら、どう
したらいいの？ 上の子の世話

や家事が大変！

妊
娠
～
出
産
期
　総
合
相
談
窓
口

子
育
て
期
　総
合
相
談
窓
口

連携

チャイルドサポーター
（保健師・保育士）

ママサポーター
（保健師・助産師）

母子健康手帳の交付時間・場所が変わります

⬇⬇
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防災ラジオ

問
い
合
わ
せ	

	

土
砂
災
害
危
険
箇
所
な
ど
に
関
す
る
こ
と
／
河
川
課（
☎
51
・
２
５
３
５
）、

	

避
難
勧
告
発
令
な
ど
に
関
す
る
こ
と
／
防
災
危
機
管
理
課（
☎
51
・
３
１
２
６
）

土
砂
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に

土
砂
災
害
の
種
類
を
知
り
ま
し
ょ
う

①
が
け
く
ず
れ

雨
や
地
震
な
ど
の
影
響
に
よ
っ
て
急
激
に
斜
面
が

崩
れ
落
ち
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

〈
前
ぶ
れ
〉

◦
が
け
に
割
れ
目
が
見
え
る

◦
が
け
か
ら
水
が
し
み
出
て

　

い
る

◦
が
け
か
ら
小
石
が
ぱ
ら
ぱ

ら
と
落
ち
て
く
る

な
ど

②
土
石
流

山
腹
、
川
底
の
石
や
土
砂
が
長
雨
や
集
中
豪
雨

な
ど
に
よ
っ
て
一
気
に
下
流
へ
と
押
し
流
さ
れ
る

も
の
を
い
い
ま
す
。

〈
前
ぶ
れ
〉

◦
山
な
り
が
す
る

◦	

急
に
川
の
流
れ
が
濁に

ご

り
、

　

流
木
が
ま
ざ
る

◦
雨
が
降
り
続
い
て
い
る
の
に

　

川
の
水
位
が
下
が
る

な
ど

③
地
す
べ
り

斜
面
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
が
地
下
水
の
影
響

と
重
力
に
よ
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
斜
面
下
方
に
移

動
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

〈
前
ぶ
れ
〉

◦
沢
や
井
戸
の
水
が
濁
る

◦
地
面
に
ひ
び
割
れ
が

　

で
き
る

◦
斜
面
か
ら
水
が
ふ
き

　

だ
す

◦
家
や
擁よ

う
へ
き壁
に
亀き

れ
つ裂
が

　

は
い
る

な
ど

避
難
準
備
情
報
・
避
難
勧
告
・
避
難
指
示
っ
て

ど
う
違
う
の
？

　

被
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
場
合

に
、
避
難
を
促
す
た
め
の
避
難
勧
告
な
ど
が
発

令
さ
れ
ま
す
。
緊
急
度
に
よ
っ
て
発
令
さ
れ
る

も
の
が
異
な
り
ま
す
。
違
い
を
知
っ
て
速
や
か

に
避
難
を
し
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
の
地
域
は
大
丈
夫
？

市
内
の
土
砂
災
害
危
険
箇
所
な
ど
を

調
べ
る
に
は

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る

マ
ッ
プ
あ
い
ち（
土
砂
災
害
情
報
マ
ッ
プ
）か
ら
愛

知
県
内
の
土
砂
災
害（
特
別
）警
戒
区
域
と
土
砂

災
害
危
険
箇
所
を
確
認
で
き
ま
す
。

■
地
図
で
確
認
す
る

◦
各
校
区
・
地
区
市
民
館
で
確
認
す
る

※
市
内
の
土
砂
災
害
危
険
箇
所（
人
家
に
影
響
が

あ
る
箇
所
）の
み
確
認
で
き
ま
す

◦
市
役
所
河
川
課（
東
館
6
階
）で
確
認
す
る

※
市
内
の
土
砂
災
害
危
険
箇
所
と
土
砂
災
害（
特

別
）警
戒
区
域
を
確
認
で
き
ま
す

災
害
に
関
す
る
情
報
を

い
ち
早
く
手
に
入
れ
る
た
め
に
は

　

市
で
は
災
害
時
、
い
ち
早
く
災
害
情
報
を
提

供
す
る
た
め
、「
豊
橋
ほ
っ
と
メ
ー
ル
」や「
防
災
ラ

ジ
オ
」の
利
用
を
推
め
て
い
ま
す（
詳
細
は
本
紙

5
月
15
日
号
5
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

ま
た
、
市
で
は
市
内
一
斉
放
送
用
の
同
報
系
防

災
無
線
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
「
テ
ィ
ー
ズ
」、
エ
フ

エ
ム
と
よ
は
し
、
広
報
車
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
で
情
報
の

配
信
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

近
年
、
雨
の
降
り
方
が
局
地
化
・
集
中
化
・
激げ

き
じ
ん甚
化
し
て
お
り
、
全
国
各
地
で
豪
雨
に
よ
る
被
害

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
土
砂
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、
日
頃
の
備
え
と
早
め
の
避
難
が
重
要
で

す
。
日
頃
か
ら
家
族
や
近
所
の
方
と
話
し
あ
い
、
自
宅
周
辺
の
土
砂
災
害
危
険
箇
所
や
避
難
所
、
避

難
経
路
な
ど
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

土
砂
災
害
防
止
月
間
の
内
容
は
、
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

避難の準備をしてください。
また、避難に準備のかかる方は避難を開始してください。

①避難準備情報①避難準備情報

避難を開始してください。避難所などへの避難が困難な場合は建物
の 2階以上（山の斜面と反対側の部屋）に緊急的に避難しましょう。

②避難勧告②避難勧告

直ちに避難をするか、避難所などへの避難が困難な場合は建物の 2
階以上（山の斜面と反対側の部屋）に緊急的に避難しましょう。

③避難指示③避難指示危
険
度
大

参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

み
ん
な
で
防
ご
う
土
砂
災
害

（
6
月
1
日
㈬
～
30
日
㈭
は
土
砂
災
害
防
止
月
間
）


